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第第 55 章章  計計画画のの推推進進体体制制とと進進行行管管理理 

 

 計画を推進し、設定した目標を達成するためには、県、市町及び県民が、関係機関と相

互に連携し、総合的に歯と口腔の健康づくりに取り組む必要があります。 

 

11  関関係係機機関関等等のの役役割割  

（（11））県県のの役役割割  

・ 県は推進条例及び推進計画に基づき、市町、学校、事業所、歯科医師会等の関係者と連

携し、ライフステージごとの特性を踏まえた歯と口腔の健康づくりを推進します。 

・ 推進計画をホームページで公表し、研修会等での普及を図ることにより、歯と口腔の健

康づくりに対する県民の意識を高めます。 

・ 県は、学識経験者、関係団体、行政関係者等の幅広い分野からの参画を得て、「いしかわ

歯と口腔の健康づくり推進会議」を設置し、施策の方向性を示すとともに、推進計画の

効果的な実行に向けた総合調整を行います。 

・ 必要に応じて、推進会議内に計画検討委員会を設置し、推進計画の専門的又は基礎的事

項を協議し、施策への反映を図ります。 

・ 県及び県保健福祉センターは、広域的・専門的立場から、広く歯科保健に関する情報を

収集、管理、分析し、県民や関係機関に情報提供するとともに、市町、学校、事業所等

の歯と口腔の健康づくりに関する取組を支援します。 

  

（（22））市市町町のの役役割割  

・ 住民に最も身近な、歯科口腔保健サービスの提供主体として、ライフステージごとの歯

と口腔の健康づくりに関する特性を踏まえた施策を継続的かつ効果的に展開するととも

に、歯科口腔保健に関する事業の効果検証を実施するよう努めます。 
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・ 地域における歯科保健対策を効果的に進めるため、歯科口腔保健の推進に関する条例や

基本的事項を制定するなど、健康増進計画等の地域保健計画の中に歯科口腔保健に関す

る指標や目標値を盛り込み、郡市歯科医師会等の関係機関や県と相互に連携しながら、

歯と口腔の健康づくりを推進します。 

・ 自市町の歯科口腔保健に関するデータを収集、管理、分析するとともに、県へ情報提供

を行い、地域差の改善に努めます。 

  

（（33））県県民民のの役役割割  

・ 県民は、歯と口腔の健康づくりの主体であり、推進計画の進行には県民一人ひとりの取

組が必要不可欠であることから、日常生活の中で積極的に歯と口腔の健康づくりに取り

組み、行政、事業所、学校等が実施している歯科検診や歯科保健指導等の機会を活用す

るよう努めます。 

・ 歯と口腔の健康づくりに関する知識を深め、フッ化物配合歯磨剤や歯間部清掃器具等を

活用した効果的なセルフケアを継続して実施するとともに、かかりつけ歯科医をもって、

定期的なプロフェッショナルケアに努めます。 

  

（（44））保保育育所所・・幼幼稚稚園園・・学学校校等等のの役役割割  

・ 園児や児童生徒の成長発達に応じた歯科疾患の特徴について、職員間での理解を深め、

望ましい生活習慣が身につくよう歯科保健教育を行うとともに、園歯科医や学校歯科医

等と連携し、フッ化物洗口等をはじめとした科学的根拠に基づく歯と口腔の健康づくり

に取り組むよう努めます。 

・ 定期歯科健診結果を収集、管理、分析して、地域差の改善に努めるとともに、受診勧奨

を徹底し、未処置歯を有する者の低減を図るなど、こどものころから歯と口腔の健康づ

くりに関する望ましい習慣が定着するよう取り組みます。 
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（（55））事事業業所所及及びび医医療療保保険険者者のの役役割割  

・ 事業所や医療保険者は、歯と口腔の健康づくりの重要性について理解するとともに、従

業員及び被保険者が歯と口腔の健康づくりに取り組むことができるよう歯科保健教育

や歯科検診等の機会を確保するよう努めます。 

・ 従業員及び被保険者の歯と口腔の健康づくりを推進することは、健康経営や医療費の削

減の観点においても意味があることから、普段から歯科疾患の予防に関する正しい知識

の普及啓発に努め、関係機関や地域との連携による歯と口腔の健康づくりに努めます。 

  

22  進進行行管管理理とと評評価価  

・ 毎年度、県は「いしかわ歯と口腔の健康づくり推進会議」を開催し、推進計画の進行管

理と評価を行います。 

・ 県保健福祉センターにおいては、歯と口腔の健康づくりに関する各市町の取組状況につ

いて把握し、圏域ごとの課題を明らかにするため、地域の歯と口腔の健康づくり推進会

議を開催します。 

・ 推進計画の最終評価の年度には、各種調査等の結果から目標の達成度を評価し、必要に

応じて目標の見直しを行います。 
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33  歯歯科科口口腔腔保保健健のの推推進進にに関関すするる県県目目標標値値一一覧覧 

基本方針 目標項目 
現状値 
（R4） 

目標値 
（R11） 

歯
科
疾
患
の
予
防
及
び
口
腔
機
能
の
維
持
向
上 

乳幼児期 

① 3 歳児でむし歯のない者の割合の増加 91.6％ 95％ 

② 3 歳児で 4 本以上のむし歯のある者の割合の減少 2.3% 0% 

③ 乳幼児期においてフッ化物塗布に取り組む市町数 7 市町 増加 

④ 
保育所・認定こども園・幼稚園において 
フッ化物洗口に取り組む市町数 

7 市町 全市町 

学齢期 
⑤ 12 歳児の一人平均むし歯数の減少 0.6 歯 0.3 歯 

⑥ 12 歳児でむし歯のない者の割合の増加 72.2％ 90％ 

成人期 
高齢期 

⑦ 
20～30 歳代における歯肉に炎症所見を 
有する者の割合の減少 

28.1% 15% 

⑧ 歯周炎（4 ㎜以上の歯周ポケット）を 
有する者の割合の減少 

40 歳代 46.8％ 35% 

⑨ 60 歳代 58.6％ 50％ 

⑩ 
未処置歯を有する者の割合の減少 

40 歳 32.1％ 25％ 

⑪ 60 歳 27.6％ 20% 

⑫ 40 歳で喪失歯のない者の割合の増加 86.2％ 90% 

⑬ 60 歳で 24 歯以上自分の歯を有する者の割合の増加 63.0％ 80% 

⑭ 80 歳で 20 歯以上自分の歯を有する者の割合の増加 35.2% 50％ 

⑮ 歯間部清掃器具等を使用している人の割合の増加※ 60.3% 70% 

⑯ 喫煙と歯周病の関連を知っている人の割合の増加※ 44.2％ 50％ 

⑰ 過去 1 年間に歯科検診を受診した者の割合の増加※ 49.9％ 60％ 

⑱ 
歯周病検診受診率の増加 
（40、50、60、70 歳の節目年齢） 

6.9% 10% 

⑲ 後期高齢者歯科健診実施市町数 
10 市町 
（R5） 

増加 

⑳ ゆっくりよく噛んで食事をしている人の割合※ 54.4% 増加 

㉑ 50 歳以上における咀嚼良好者の割合の増加 68.8% 80％ 

配
慮
が
必
要
な
分
野 

妊産婦 ㉒ 妊婦歯科健診受診率の増加 45.3% 50％ 

障害者
（児） 

㉓ 
障害者支援施設及び障害児入所施設での 
定期的な歯科検診実施率の増加 

90.6% 
（R5） 

95% 

要介護者 

㉔ 
口腔清掃状態と肺炎の関連を知っている人の割合の 
増加※ 

48.8% 60% 

㉕ 在宅療養支援歯科診療所数 
40 

診療所 
増加 

㉖ 訪問診療（居宅）実施歯科診療所の割合の増加 
8.7% 

（R2） 
10% 

㉗ 介護保険施設での定期的な歯科検診実施率の増加 
11.1% 
（R5） 

20% 

㉘ 口腔衛生管理加算を算定している介護保険施設の割合 
18.5% 
（R5） 

増加 

医科歯科
連携 

㉙ 糖尿病と歯周病の関連を知っている人の割合の増加※ 47.4% 60% 

㉚ 
糖尿病の安定期治療を担う医療機関のうち、 
歯科への患者紹介実績がある医療機関数 

35 機関 
（R5） 

増加 

㉛ 周術期口腔機能管理後手術加算を算定している病院数 
15 病院 
（R3） 

増加 

社会環境の 
整備 

再掲 乳幼児期においてフッ化物塗布に取り組む市町数 7 市町 増加 

再掲 
保育所・認定こども園・幼稚園において 
フッ化物洗口に取り組む市町数 

7 市町 全市町 

再掲 後期高齢者歯科健診実施市町数 
10 市町 
（R5） 

増加 

㉜ 
歯科口腔保健に関する事業の効果検証を 
実施している市町数 

調査予定 増加 

※ 20 歳以上  
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